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本「要求水準書」に示された要求事項に沿った施設の設計、建設、維持管理及びその他の下記関連業

務（以下「本事業」という）を行う。

尚、ラボ（研究実験室等）へ一定期間入居する研究者の入居及び退出に係る施設の実施設計、施工、

維持管理及びその他の関連業務（変更申請、仮使用許可取得等）は本事業には含まない。

１）施設整備業務

①事前調査業務（現況測量、土壌調査、地質調査含む）及びその関連業務

②施設整備に係る設計（基本設計・実施設計）及びその関連業務

③施設整備に係る建設工事及びその関連業務

④工事監理業務

⑤周辺家屋影響調査・対策

⑥電波障害調査・対策

⑦建設工事及びその関連業務に伴う各種申請等の業務（一団地申請関連業務を含む）

⑧引き渡し業務

２）施設の維持管理

①建物保守管理業務（点検・保守・修繕・更新その他一切の保守管理業務を含む）

②設備保守管理業務（設備運転・監視・点検・保守・修繕・更新その他一切の保守管理業務を含

む）

③外構維持管理業務（植栽･外灯等の点検・保守・修繕・更新その他一切の保守管理業務を含む

）

④清掃衛生管理業務（建築物内部及び外部(ガラス等)の清掃、ごみの収集等の業務）

＊大学が別途発注する「施設の利用を制限して行う大規模修繕」については、選定事業者

の業務範囲には含まない。
注：「大規模修繕」の定義：建築物の躯体については、建物の一側面、連続する一

面全体、又は全面に対して行う修繕を、設備機器については機器系統の更新を
いう。

⑤警備業務

※尚、維持管理業務に係る光熱水費は大学が実費を負担する。

３）運営補助業務

①受付業務（隣接する南北２棟の既存建物（国際・産学共同研究センター、先端科学技術研究セ

ンター）に係る来訪者受付業務を含む。）

②ヘルプサービス業務

③上記に必要な設備、備品等の提供

J0Z[V\]^_`a

本事業の実施に当たっては、次の関係法令等を遵守すること。

・都市計画法

・建築基準法

・消防法

・国有財産法

・高齢者･身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の促進に関する法律（ハートビル法）

・建築物における衛生的環境の確保に関する法律

・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律

・エネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネルギー法）

・廃棄物の処理及び清掃に関する法律

・土壌汚染対策法

・国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）

・その他関連法令等

上記に関するすべての関連施行令・規則等についても含むものとし、また本事業を行うにあたり必

要とされるその他の関係法令、条例及び指導要綱等についても遵守すること。
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① 基本コンセプト

(1) 景観や地域環境に配慮した施設づくり

（ア）周辺の校舎、街並み、自然景観に調和し、キャンパス全体や地域の景観形成に資するような

施設とすること。

（イ）近隣の居住環境(特に西側の住宅ゾーン)に十分配慮した計画とすること。

(2) 可変性の高い施設づくり

（ア）本施設については事業期間中、一定の研究期間ごとに研究者が随時入れ替わることを前提と

しており、各研究者の研究内容・目的に応じて施設全体が柔軟に対応できる施設とすること。

（イ）絶えず最先端の研究環境が提供できる施設を目指すこと。

（ウ）研究内容を考慮し、いつでも安定的な研究環境が確保できる計画とすること。

(3) 安全で快適な施設づくり

（ア）火災や自然災害に対し、十分な安全性が確保できる構造と設備を採用すること。

（イ）各種の実験等に伴う安全確保に留意した施設を目指すこと。

（ウ）厚生労働省のガイドライン（「シックハウス（室内空気汚染）問題に関する検討会」中間報

告書等）に基づき、シックハウス対策を講じること。

(4) 維持管理費の軽減に配慮した経済的な施設づくり

（ア）事業期間の内外にわたり維持管理費の低減が図れる計画とすること。

（イ）予算の効率的な活用に配慮し、事業期間の内外にわたり、長期間使用が可能な施設とするこ

と。

（ウ）事業期間内外に大学が行う大規模修繕･改修等を考慮し、施設の各部について合理的な長期

修繕計画を立て、それに基づく材料の選択、施設の設計、及び事業期間にわたる施設保全を

行うこと。

（エ）本施設は隣接建物との連携を図るが、原則として、設備・建築共自己完結型の施設とするこ

と。

(5) 親しみやすく、人に優しい施設づくり

（ア）広く社会に開かれた親しみやすい施設を実現すること。

（イ）駒場Ⅱキャンパスでは、障害者等が安心して利用できる「人に優しいキャンパスづくり」を

めざしており、本施設においてもユニバーサルデザインやバリアフリー等に配慮した施設と

すること。

②地球環境への配慮

・本施設の設計･建設及び維持管理の計画及び実施においては、「省エネルギー法」に示されたエネ

ルギー使用の効率に関する基準を積極的に参照することをはじめ、建物のライフサイクル全体で

の省エネルギー、省資源、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入

法）」に基づくグリーン購入に努める等、地球環境に配慮すること。
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・使用する材料は、ホルムアルデヒド等の揮発性有機化合物等の化学物質を含むものを極力避け

るとともに、学校衛生基準に適合すること。また、改修時・解体時における環境汚染にも配慮

すること。

・内装仕上の
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・実験用特殊ガス設備は設けない。全て研究実験室ごとにボンベで対応する。

・ヘリウム回収設備は設置しない。

(ｲ) 空調換気設備

○空調設備

・オゾン層の破壊防止・地球温暖化防止のため新冷媒を使用するシステムとすること。

・空調機は、停電後の復電時に停電前の状態に自動的に復旧すること。

・各階ごとに空調室外機は分離すること。

・各エリア・各室ごとに温度調節や運転制御が可能な計画とすること。

・外調機は各研究実験室、各研究・ﾕｰﾃｨﾘﾃｨﾙｰﾑごとに単独とすること。

・各研究実験室、各研究・ﾕｰﾃｨﾘﾃｨﾙｰﾑの特殊空調は本事業には含まない。

・各研究実験室、各研究・ﾕｰﾃｨﾘﾃｨﾙｰﾑの内部冷房負荷を８３８ＫＪ/ｈ㎡（２００Ｋｃａｌ

/ｈ㎡）以上見込むこと。

・各研究実験室、各研究・ﾕｰﾃｨﾘﾃｨﾙｰﾑの内部冷房負荷増強のための設備スペースを確保する

こと。

・空調室内条件は各研究実験室内、各研究・ﾕｰﾃｨﾘﾃｨﾙｰﾑも一般空調程度とすること。

○換気設備

・各研究実験室、研究・ﾕｰﾃｨﾘﾃｨﾙｰﾑにおいては、単独排気により室内給排気量バランスを適

正に保つ工夫を行うこと。

・ドラフトチャンバーの排気は各研究実験室ごとに単独とし、ＳＵＳ製３００ｍｍΦ丸ダク

ト同等以上とすること。

・ドラフトチャンバーの排気ダクトは、ナノテク・材料系研究実験室には３本／室、生物系

研究実験室には２本／室以上確保すること。

・屋上から研究実験室飛び込みまでのダクトを本事業の範囲とし、研究実験室内のドラフト

チャンバーおよび屋上の排気処理設備（スクラバー）は大学が行なう別途工事とする。

・ダクトはＤＳ内に設置すること。

・会議室には全熱交換器付換気ファンを設置すること。

・ドラフトチャンバーの排気量と同量の外気処理を行った外気を供給すること。

・前項の外気はドラフトチャンバーの発停などにより風量が変えられる省エネルギーシステ

ムを採用すること。

・ドラフトチャンバーを設置しない研究実験室等の換気は全熱交換器付ファンを設置するこ

と。

・その他共用部分を含め、効率の良い快適な機械換気設備を設置すること。

・電気室は、内部発熱に対処できる換気設備とすること。

○冷却水設備

・冷却水配管は設置しない。

(ｳ) その他

・各研究実験室および研究・耐【適⑩
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・シャフトは透明感のある素材とし、外部からのエレベーターシャフト、カゴ等の見え方に配慮

した計画とすること。

・地震管制運転等は無人運転を考慮した計画とすること。管制内容は、停電、火災、地震、防火

シャッター管制とすること。

・昇降機の簡易監視盤を事務・管理室に設置すること。尚、昇降機インターホンは、事務・管理

室内の簡易監視盤と防災センターの既設ＥＬＶ監視盤に接続すること。

・昇降機カゴ内には、セキュリティカードリーダーを取り付けること。

・バリアフリー対応とすること。（音声装置及び車椅子対応）。

④外構計画における基本的要件

(1) 建物周辺部

・人の出入口や機器等の搬出入口廻りは、出入りに支障のないよう段差の解消に努めること。

・機器等の搬出入に際し、建物に車両が寄り付けるためのサービス動線を適宜確保すること。

・建物の周辺には、外灯を適切な間隔で設置し、自動・時間点滅が可能な方式とすること。

・必要な排水機能を有すること。また、必要に応じ散水栓を設けること。

・既存隣接建物の室外機置場、マンホール、共同溝等の移設は、本事業により移設の必要性が生じ

る場合は本事業の範囲内とすること。また、計画建物の配置計画及び外構工事等との関連につい

ては、現地を調査の上、適宜対応すること。

・雨水排水については、流出抑制に配慮すること。（役所協議の必要有り）

(2) 植栽

・植栽計画においては、施設及び周囲との調和を十分に考慮すること。

・支障樹木は伐採せず、保存又は計画地内に移植すること。ただし、低木(樹高２ｍ未満)について

はこの限りではない。

・新たに設置される植栽については、植物の成長及びメンテナンスに支障がないよう配慮を行うこ

と。

(3) その他

・食堂・会議室棟と本施設の間は、将来、オープンテラスとして整備できるよう配慮しておくこと。

・駒場Ⅱ仕様の外部サインを適宜設置すること。

⑤周辺施設への遡及工事の基本的要件

(1) 計画建物整備に伴い隣接建物への建築基準法及び消防法等による遡及が生じる場合は、改修等必

要な措置を講じること。

(2) 渡り廊下の接続によって生じる、建築基準法及び消防法等による法的対策を含めた隣接建物の改

修工事を実施すること。

(3) 既存の食堂用ゴミ置場は、別添図【計画範囲図】のゴミ置場（移設予定位置）への移設工事を実

施すること。



12

【別図-１ 施設の構成イメージ】

階 施設イメージ

６Ｆ 業務スペース、中庭、屋外設備機器置場、渡り廊下

５Ｆ ナノテク・材料系研究実験室、研究・ﾕｰﾃｨﾘﾃｨﾙｰﾑ、渡り廊下

４Ｆ 生物系研究実験室、研究・ﾕｰﾃｨﾘﾃｨﾙｰﾑ、渡り廊下

３Ｆ 生物系研究実験室、研究・ﾕｰﾃｨﾘﾃｨﾙｰﾑ

２Ｆ 生物系研究実験室、会議室、渡り廊下

Ｍ２Ｆ 情報系研究実験室、会議室

１Ｆ
エントランスホール（展示スペース）、事務・た京管管学学 学ー 大 管いー大学ラ 大東Ⅱン 学ラ東ラ駒 画積極オ駒Ⅱ東ーⅡ学 オラ（物案管た京管管オ 学 管極学 大 管い（水案管た京管管場 学 管極学 大 管い（研究実験室、案管た京管管オ 学 管極ー 大 管い（等案管た京管管場 学 管極学 大 管い（議室、案管じ外ー学 大 管い（下案管たう管学大学東駒ン学 ー場Ⅱ東オ「場ラ東ラララン ラ極学Ⅱプ東学駒学 オプ場東ー学駒「りラ議、機 学 管極学 大 管い（東Ⅱン 学ラ東ラこ京管管場 学 管極学 大 管い（議室、ー学 大 管い学 大 管い学 大 管いオ駒 大 管いオ駒ン学 学 管極学 大 管い（成案管た京管管オ 学 管極グプ駒ン学 オプ場東場プラ 大東Ⅱン 駒大東学ープープー駒準ー学 オプ場東場プラ 大東Ⅱン 駒大東ジ（議室、ー学 大 管い学 大 管い学 大 管プ等プ駒ン学 オプ場東場プラ 大東Ⅱン 駒大東学 オプ場東場プた京管管オ オプ場東場プラ 大東Ⅱン 駒大東学 オプ場東場プた京管管オ オプ場東場プラ 大東Ⅱン 駒大東学 オプ場東場プた京管管オ オプ場東場プラ 大東Ⅱン 駒大東学 オ（水案管たプラ 大東Ⅱル（展示案管た京管管オ 学 管極オ 大 管ン大 画積極学大大京管管オ 学  オ 管極駒 大 管管たプラ 大東Ⅱル（展示案管た京管管オ 学管極ー大大 管管たプラ 大東場プラプラⅡ東場プラ 大東Ⅱン 駒大東学 オプ場東場管たプラ 大東Ⅱル（展示研究実験室、研究・
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① 共通事項

・共用スペースの計画条件は以下に示す。下記以外の諸室の用途及び補足事項は【別表-１】に、

必要設備、内装等の事項については【別表-２】に、設置予定の設備・備品等の事項については

【別表-３】に一覧形式で示す。ただし、事業者の提案により設置するものは事業者の負担とす

る。

・各エリアの計画条件は、関連する法規、条例とコスト、機能等を考慮して適宜判断し、必要なも

のを設置すること。

・専用スペース内以外の建物内のサイン(室名札、階数表示、総合案内板、各階案内板)は事業者が

設置するものとする。

・外部開口部(サッシュ、ドア、設備)、内部開口部、内装仕上げ、外壁、間仕切り等、研究施設と

して必要な防音対策、遮音対策を十分行うこと。

② 共用スペースの要求水準

(1) エントランス及びエントランスホール

・正面出入口には風除室及び自動ドアを設置すること。

・夜間、休日用の通用口を設置すること。

(2) エントランスホール

・開放的な空間とし、来館者を明るく迎え入れる雰囲気とすること。

・内装の仕上げは、落ち着いた材料、色彩とすること。

・ソファー､テーブル等が置け、来訪者が待合いに利用できるようなスペースを確保すること。

・エントランスホールが見渡せる位置に、事務・管理室を設け受付カウンターを設置する。カウン

ターでは来訪者の応対や、必要に応じてＩＤカードの受け渡し、郵便、小荷物の受け取り等を行

う。

・展示スペースは、本施設での研究内容等をビジュアルに分かりやすく展示することを目的として

いる。エントランスホールと一体的な空間とし、一般の人が利用しやすい配置とする。パソコン

の端末、展示照明等が設置可能とすること。

(3) 廊下

・廊下の幅は、法令に定められた幅員を確保する。実験・分析室等の機器を運搬する部分について

は、有効で 2.0ｍ以上の幅員を確保すること。

・天井高さは 2.4ｍ以上を確保するとともに、単調にならないよう仕上げや天井、照明等に工夫を

行うこと。

・渡り廊下は、「産学」からの資材の搬入を考慮し、有効で 2.0ｍ以上の幅員を確保すること。

・清掃等の維持管理面に配慮した計画とすること。

(4) 階段

・階段の幅は、法令に定められた幅員を確保するとともに、動線計画に応じて適切な幅とし、日常

の利用や避難時の安全性を確保すること。

・踏面、蹴上げについては、昇降しやすい寸法とし、手摺と併せ転倒や落下防止に配慮した計画と

すること。

(5) 便所

・男子便所、女子便所及び身障者用便所（1 階）を設けるものとし、フロアの規模に応じて効果的

な位置に、適切な規模の便所を設置すること。

・洗面はカウンター式で節水型とすること。

・小便器は自動洗浄付きとすること。

・大便器は、すべて洋式とし自動洗浄便座を設ける。女子便所の各便房には消音装置を設けること。

・清潔感のある内装仕上げとすること。

・床面は、ふき取り清掃のできる材料とすること。

・清掃等の維持管理面に配慮した計画とすること。
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Ç別表-１】専用スペースの用途と補足事項

主な諸室構成 用 途 補足事項

研究実験室
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【別表-２】各エリアの要求水準

(d)
照
明
設
備

(e)
電
話
・
情
報
設
備

(f)
TV

(g)
入
退
室

(h)
給
排
水
衛
生
設
備

床
荷
重

照
明
用
ｺﾝｾ
ﾝﾄ
用

実
験
用
単
相
・
三
相

室
内
照
度

Kg/
㎡

VA/
㎡

VA/
㎡

ル
ク
ス

ナノテク・
材料系研究
実験室

400 要 要 要
F1
F2
F3

W1
C1
C3

70

単
250
三
200

750
〜

1000
I2 9 K1 可 可 可 可

生物系研究
実験室

400 要 要 要
F1
F2
F3

W1
C1
C3

70

単
250
三
200

750

〜
1000

I2 9 K1 可 可 可 可

情報系研究
実験室

400 要 要 要
F1
F2

W1
C1
C2

70

単
250
三
200

750

〜
1000

I1 9 K1 要 9 9 9

研究ﾕｰﾃｨﾘ
ﾃｨﾙｰﾑ

400 要 要 要
F1
F2

W1
C1
C2

70

単
250
三
200

750

〜
1000

I1 要 K1 要 9 9 9

会議室 400 要 要 要
F1
F2

W1
W2

C1
C2

50 9
750

〜
1000

I2 要 K2 9 9 9 9

事務・管理
室

400 9 要 要 F1 W1
C1
C2

70 9
750

〜
1000

I2 要 K2 9 9 9 9

業務スペー
ス

400 要 要 要
F1
F2

W1
C1
C2

70 9
750

〜
1000

I2 要 K2 要 9 9 9

展示スペー
ス

400 9 要
適
宜

F1
F2

W1
C2
C4

100 9
50

〜
100

I1 9 9 9 9 9 9

電気室、機
械室

400 9 要
適
宜

F1 W2
C1
C2

9 9 適宜 9 9 9
適
宜

9 9 9

管
理
・
共
用
関
連

研
究
施
設
関
連

エリア（室名）

(b)
内
装

(a)
一
般
事
項

(c)

電
源
設
備

天
井

壁自
然
採
光

床空
調

換
気

出
入
口
の
施
錠
方
式

接
続
端
子

先
行
統
合
情
報
配
線
シ
ス
テ
ム

生
活
用
給
排
水

給

湯

排

水

排

気

(I)
実換
験気
用設
給備
排あ
水あ
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＜表記内容の説明＞

(a) 一般事項

・床荷重：表記数値は単位面積当りの一般的な数値であり、実状に応じて変わる可能性もある。

・自然採光：外部に面して配置することが望ましい室を意味する。

(b) 内装

各エリア（室）の用途に応じた適切な仕上材を選定すること。各記号は、基本的な仕上等の性能を

表すものであり、特にその機能が重視されるものを表記している。

・床：F1（汚れにくく清掃等が容易であること）、F2（配線の取出しが自由にできること）、F3（給

排水が自由な位置でできること）、F4（化学薬品に耐えうる材質であること）

・壁：W1（汚れにくく清掃等が容易であること）、W2（吸音性能を有すること）

・天井：C1（汚れにくく清掃等が容易であること）、C2（吸音性能を有すること）、C3（化学薬品

に耐えうる材質であること）、C4（展示用照明器具などの取付等に配慮すること）、C5（配線の

取出しが自由にできること）

(c) 電源設備

・照明用、コンセント用電源は表記の容量を確保するとともに、コンセントは適切な間隔で壁また

は床に設置すること。

・実験用の電源容量は、研究内容に伴い流動的であるため、表記の数値を目安とする。また、実験

用分電盤までを標準装備とすること。

(d) 照明設備

・室内照度は表記数値の範囲内を目安とし、室の用途に応じて照明方法等適切な計画とすること。

(e) 電話・情報設備

・I1：電力・情報ﾍﾟｱｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ（ｽｲｯﾁﾝｸﾞﾊﾌﾞ付）による対応、I2：情報コンセント（電話・LAN

）による対応

(f) TV 共同視聴設備

・TV 接続端子を１箇所設置する。

(g) 入退室

・K1：出入口は電気錠とし、ID カード（カードリーダー）＋テンキー併用方式とする。

・K2：出入口は電気錠とし、ID カード（カードリーダー）方式とする。

(h) 給排水衛生設備（生活用）

・可：別途工事により、入居者が必要に応じ設置する。尚、各実験研究室突き出しまではＰＦＩ事

業者にて設置する。

・要：ＰＦＩ事業者が設置する。

(i) 実験用給排水換気設備

・可：別途工事により、入居者が必要に応じ設置する。尚、各実験研究室突き出しまではＰＦＩ事

業者にて設置する。

各室内に設置する個別給湯設備（入居者が必要に応じ設置）に対し、専用の排気設備は不要。
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【別表-３】各エリアに設置する予定の設備・備品等（参考）

設備・備品

エリア（室名） 本事業により事業者が
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N0@ABCEQ*É@TUVW"#$%

①施設整備業務の種別

・事前調査業務（現況測量、土壌調査、地質調査含む）及びその関連業務

・施設整備に係る設計（基本設計・実施設計）及びその関連業務

・施設整備に係る建設工事及びその関連業務

・工事監理業務

・周辺家屋影響調査・対策

・電波障害調査・対策

・建設工事及びその関連業務に伴う各種申請等の業務（一団地申請関連業務を含む）

・引き渡し業務

②設計業務の実施に関する要求事項

(1) 業務全般

(ｱ) 大学担当者の指示に従い業務に必要な調査を行い、関係法令に基づいて、業務を遂行すること。

(ｲ) 業務の詳細及び当該工事の範囲について、大学担当者と連絡を取り、かつ十分に打ち合せをしい（・案管置ラに必要なの実施に関する要求事当者と連絡
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Ñ0ÖÜáàEQTUVW"#$%

G0 HI

事業者は、施設運用開始から事業期間終了までの間、本施設全体に関わる品質・品格を保持し、快

適・利便・柔軟かつ効率的な運用が可能な環境を提供し、劣化に伴う機能低下を防止して施設の安全

性・機密性を確保し、施設の信頼性を高め、資産の効率的な活用を図るため、施設の維持管理業務を

行う。

J0 XSDY

①維持管理業務の種別

・建物保守管理業務（点検・保守・修繕・更新その他一切の保守管理業務を含む）

・設備保守管理業務（設備運転・監視・点検・保守・修繕・更新その他一切の保守管理業務含む）

・外構維持管理業務（点検・保守・修繕・更新その他一切の保守管理業務を含む）

・清掃衛生管理業務（建築物内部及び敷地内の清掃業務）

・警備業務

②業務の範囲

事業者が行う業務の範囲については、以下の③から⑧及び３．から７．に提示する内容を基本に、

具体的内容は事業者の提案に基づくものとする。

③業務実施の考え方

業務の実施に当たっては、前項ニゆゆ合 含 ゆ接含 ッ ゆ採報範囲フゆ報項促当毎㎡フゆ項ニゆゆ申沿係わ 程含ユ来含せ含 ゆ採報家フゆ項ニゆゆ合 含 ゆ接含 ッ ゆ採報務フゆ項ニゆゆ来 含義わ採委更含せ含 ゆ ゆ採報務フゆ項ニゆゆ来 含義わ採委更含沿㎡監則テ修転棟地⑤周護清係項沿㎡切最み最層将ゆ採報務含むフゆ含 ゆ採報家フ㎡ゆ接含 ッ ゆ採報務フゆ項ニ㎡電当変ッ ゆ採報ニゆゆわ含 ゆ接含 企ッ電当変ッ ゆ採報ニゆゆわ含 サみ 程含ユ来み含合 ゆ採報辺家指ビ警面将委周方㎡ッ電当変ッ ゆ採報ニゆゆわ含 サみ 程含ユ来み含合 ゆ採報辺家指監援ゆゆ来 含 接含 ッ ゆ採報務フゆ項ニゆゆ来 含義わ採委更含せ含 ゆ ゆ体ゆ来 含義わ採委更含せ含 ゆ ゆ体ゆ来 わ統 ゆ採 ゆ接含 ッ ゆ採報務フゆ項ニゆゆ来 ゆわ含 ゆ接含 企ッ電当変ッ ゆ採報ニゆゆへッ２変沿ニゆゆ部造採面へア採報家フ㎡ゆ接含 ッ ゆ採報将円更更更 程含ユ来含せ含 ゆ来 ゆ含記望㎡注切居居更含 ゆ接将 ッ ゆ採報築フゆ項ニ含 ゆ採報義栽フゆ項ニゆゆわ含 サみ 程含ユ来み含合 ゆ採接含 ッ ゆ採報務フゆ項ニゆゆ来 ご報家フ㎡ゆ接含 ッ ゆ採報将円更更更 程含ユ来含せ含 ゆ来ニゆゆわ含 サみ 程含ゆゆ合 含 ゆ接合 ッ ゆ採報務フゆ項ニ達弁 ゆ採含フ務フゆみ報フフ士ゆ希ニゆゆ合ゆ採報テ解説フゆ項程みユ項ニゆゆッニ達程含ユ来含せ含 ゆ報家フ㎡ゆ接ッッ ゆ採変合 含 ゆ接将 ゆ接含 ッ ゆ毎㎡１将 ッ ゆ採報⑧フゆ項ニゆゆ来 含 ゆ防保全含 ッ ゆ採報点検フゆ項ニゆゆ来 含 ゆフゆ項造 程含ユ来含せ含 ゆ来ニゆゆわ含 サみ含将ッ ゆ採変合  ゆ接合 ッ ゆ採報務フゆ項ニ達弁 ゆ採将フ務フゆみ報フフ士ゆ希ニゆゆ合ゆ採報テ解説フゆ項程みユ項ニゆゆッニ達程含ユ来含せ含 ゆ報家フ㎡ゆ接ッッ ゆ採変合 含 ゆ接将 ゆ接含修転棟地 ッ ゆ採報修繕フゆ項ニゆゆ来 含更 ゆ含記望㎡注切居居更含 ゆ接将 ッ ゆ採報築フゆ項ニ護注報務フゆ項ニゆゆ来 含義わ採委更含せ含 ゆ現居居更含 ゆ接将 ッ ゆ採報築フゆ項ニ 程含ユ来含せ含 ゆ来ニゆゆわ含 サみ含合ッ ゆ採変合  ゆ接繕波フゆ項ニ報務フゆ項ニ達弁 ゆ採来フ務フゆみ報フフ士ゆ希ニゆゆ合ゆ採報テ解説フゆ項程みユ項ニゆゆッニ達程含ユ来含せ含 ゆ報家フ㎡ゆ接ッッ ゆ採変合 含 ゆ接将 ゆ接含切構２保 サみ 程含ユ来み辺家指テ令フ利ゆ項ニゆゆ来 途

⑧清掃ラ清掃
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⑨費用の負担

・
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・開閉・施錠装置が正常に作動すること。

・金属部分が錆び、腐食していないこと。

・変形、損傷がないこと。

(5) 天井・内壁

・ボード類のたわみ、割れ、外れがないこと。

・仕上げ材のはがれ、破れ、ひび割れがないこと。

・塗装面のひび割れ、浮き、チョーキングがないこと。

・気密性を要する部屋において、性能が保たれていること。

・漏水、かびの発生がないこと。

(6) 床

・ひび割れ、浮き又は磨耗及び剥がれ等がないこと。

・防水性能を有する部屋において、漏水がないこと。

・歩行及び試験・研究業務に支障がないこと。

(7) 階段

・通行に支障をきたさないこと。

(8) 手すり

・ぐらつき等機能に問題がないこと。

e0 ACä[áàEQ

ã設備保守管理業務の対象

本事業による建物を機能させるために設置された各種設備を対象とする。

å業務の実施

(1) 一般事項で定めた計画書に加え、毎事業年度の開始前に、次の項目を含む設備保守管理業務年

間計画書を作成し、実施すること。

・運転監視業務

・日常巡視点検業務

・定期点検・測定・整備業務

(2) 修繕等が必要と思われる場合は、迅速に調査・診断を行い、事業者の責任範囲であれば至急修

繕を実施すること。また、責任範囲が明確でない場合は、本大学とその責任と負担を協議の上、

修繕等を実施すること。

ç要求水準

事業契約書及び実施設計図書に定められた所要の性能及び機能を保つこと。

é設備管理記録の作成及び保管

設備の運転・点検整備等の記録として、運転日誌、点検記録及び整備・事故記録等を作成する。

運転日誌及び点検記録は、3 年以上、整備・事故記録等は、事業期間中保管すること。

(1) 運転日誌

・電力供給日誌

・熱源機器運転日誌

・空調設備運転日誌

・温湿度記録日誌

(2) 点検記録

・電気設備点検表（通信設備を含む）

・空調設備点検表

・給排水、衛生設備点検表

・飲料水水質検査記録

・空気環境測定記録

・防災設備点検記録

・各種水槽清掃実施記録

・その他提案により設置される各種設備の点検・測定記録

(3) 補修・事故記録

・定期点検整備記録
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・補修記録

・事故･故障記録

è異常時の報告

運転監視及び定期点検等により、異常が発見された場合には、速やかに施設管理担当者に報告す

ること。

j0 êëÖÜáàEQ

ã外構維持管理業務の対象

(1) 外構維持管理業務の範囲

・本事業における外構維持管理業務の範囲は、別添図【計画範囲図】に示す「外構範囲」とす

る。ただし、計画地の範囲に含まれる他の建物及びキャンパス全体のための外構設備を除く。

(2) 植栽の範囲

・計画地内の植栽及び植栽を維持するための構造物等全般

(3) 外構の範囲

(ｱ) 施設

・外灯、案内板、散水栓、計画により門扉･囲障･擁壁等コンクリート構造物等

(ｲ) 計画地内舗装面

・貫通通路等

(ｳ) 地中設備

・埋設配管、暗渠及び排水桝等

å業務の実施

(1) 一般事項で定めた計画書に加え、毎事業年度の開始前に、植栽・外構維持管理業務年間計画書

を作成し、実施すること。

(2) 修繕等が必要と思われる場合は、迅速に調査･診断を行い、事業者の責任範囲であれば至急修

繕を実施すること。また、責任範囲が明確でない場合
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ç要求水準

目に見える埃、シミ、汚れがない状態を維持し、見た目に心地良く、衛生的でなければならない。

清掃は、できる限り利用者の妨げにならないように実施すること。個別箇所毎に日常清掃衛生管理

又は定期清掃衛生管理を組み合わせ、業務を実施すること。

é日常清掃衛生管理

＊清掃範囲は研究実験室、研究･ユーティリティールームを除く諸室、共用部分とする。

(1) 床

・床仕上げに応じた適切な方法により埃、ごみのないようにすること。

(2) ごみ箱、汚物容器、厨芥入れ等

・始業前までには内容物がすべて空の状態になっており、汚れが付着していない状態にするこ

と。

(3) トイレ

・衛生陶器類は適切な方法により見た目に清潔な状況に保つこと。

・トイレットペーパー、消毒用品等は常に補充されている状態にすること。

・間仕切は落書き、破損がない状態に保つこと。

・洗面台は常に水垢の付着や汚れがない状態に保つこと。

・鏡はシミ、汚れがついていない状態を保つこと。

(4) その他の内部付帯施設（流し台、湯沸し、ゴミ置場等）

・清潔な状態を保つこと。

è定期清掃衛生管理

＊清掃範囲は研究実験室、研究･ユーティリティールームを除く諸室、共用部分とする。

(1) 床
・埃、シミ、汚れがない状態を保つ（繊維床を除く。）こと。

(2) 壁・天井

・表面全体を埃、シミ、汚れのない状態に保つこと。

(3) バルコニー（計画する場合）

・土等汚れがない状態を保つこと。

(4) 照明器具、時計、換気口

・埃、汚れを落とし、適正に機能する状態に保つこと。

(5) 窓枠、窓ガラス

・汚れがない状態に保つこと。

(6) 金属部分、手すり、扉、扉溝、スイッチ類

・埃、汚れがない状態に保つこと。

(7) ネズミ・害虫駆除

・ネズミ・害虫等を駆除する。殺鼠剤等の使用に当たっては、あらかじめ施設管理担当者と

協議すること。

ñ外構清掃

(1) 外構清掃の範囲

・本事業における外構清掃業務の範囲は、別添図【計画範囲図】に示す「外構工事範囲」とす

る。

(2) 外構清掃の対象

・建物



26

ó清掃用具・資機材等の負担

清掃用具、洗剤などの資機材は、すべて事業者負担とする。

ò資機材の保管

資機材及び衛生消耗品は、計画書に示された場所に整理し、保管すること。

ôごみ及び一般廃棄物の収集・集積

(1) ごみ及び一般廃棄物は、建物内のゴミ置場に分別・集積すること。（実験廃棄物は除く）

＊ 本事業により発生する実験・分析系の実験廃棄物については、実験者にて研究室毎に３

次処理し、構内の廃棄物集積所に運搬する。また、廃棄物集積所に集められた実験廃棄

物は、大学にて処理する。

＊ 研究実験室及び研究･ユーティリティールームのごみは、実験者にて建物内のゴミ置場に

運搬、集積する。

(2) 建物内のゴミ置場に集積されたごみは、定期的に大学が指定する構内のごみ集積所へ分別・運

搬･集積すること。

(4)  建物内のゴミ置場に集積された一般廃棄物は、適正な方法で処理を行うこと。

ö用語の定義

(1) 清掃衛生管理

汚れを除去すること、汚れを予防することにより仕上げ材を保護し、快適な環境を保つための

作業をいう。

(2) 日常清掃衛生管理

日単位等の短い周期で行う清掃衛生管理業務をいう。

(3) 定期清掃衛生管理

週単位、月単位及び単位の長い周期で行う清掃衛生管理業務をいう。

(4) 資機材

資機材とは、つぎのような資材及び機材をいう。

・資材：洗浄洗剤、樹脂床維持剤、パッド、タオル等

・機材：自在箒、フロアダスタ、真空掃除機、床磨き機等

(5) 衛生消耗品

トイレットペーパー、水石鹸等をいう。

õ0 úCEQ

①警備業務の対象

本施設内の財産の保全及び運営時間外の侵入者の監視等。

②業務の実施

(1)一般事項で定めた警備業務計画書に加え、毎事業年度の開始前に、警備業務年間計画書を作成

し、実施すること。

(2)実施業務の結果を記録すること。

③要求水準

・通年、終日、機械警備を行うこと。

④業務内容

(1)警備担当者は、監視設備により常時監視し、緊急事態に際しては以下の業務を行うこと。

・異常信号を受信したときは、直ちに異常の内容を把握し、関係機関への通報、施設管理担当

者への連絡を行うこと。

・通報後は、直ちに現場へ急行し、適切な応急措置を行うこと。

・地震や風水害による災害が発生したとき、又は発生する恐れがあるときは、直ちに現場に急

行し、状況の把握と初期措置を行なうこと
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①事業者の業務の種別

 (1) 受付業務

(2) ヘルプサービス業務

 (3) 上記に必要な設備、備品等の提供

②業務の範囲

事業者が行う業務の範囲については、以下の③及び２．から３．に提示する内容を基本に、具体的

内容は事業者の提案に基づくものとする。

③業務実施の考え方

業務の実施に当たっては、前項で定める業務について、Ⅳ．維持管理業務に関する要求水準に準じ

た運営補助業務計画書を作成し、実施すること。

J0 ¢-EQ

①業務内容

(1) 来訪者の受付（渡り廊下で結ばれる隣接する２棟の既存建物（「産学」、「新４号館」）への

来訪者も対象とする。）及びＩＤカードの受け渡し

(2) 郵便、小荷物の受け取り

(3) 出入管理

(4) 不審者の侵入防止

(5) 収受した文書、物品等の保管、引き継ぎ

(6) 鍵の収受及び保管、記録

(7) 拾得物、遺失物の保管、記録

N0£¤:{9|wEQ

①業務内容

(1) エネルギー使用管理・検針・省エネ策の提言

(2) ラボ内修繕・改修計画策定・施工管理

(3) 大学職員、利用者等からの施設、維持管理及び、運営補助の不具合に対するクレームの受付

・大学職員、利用者等から、施設や設備等の故障、維持管理の要求水準の未達等のクレーム

を受付け、改善等業務の実施や必要に応じて修繕等の手配等を行うこと。

(4) 施設引渡し以降の業績監視（維持管理、運営補助）

・本事業の維持管理及び運営補助業務において作成する下記の業務計画書に基づき日常業績

監視、定期業績監視、及び随時業績監視を行うこと。業務日誌を毎日作成し、その他大学

への報告をとりまとめ、業務月報として毎月大学に提出すること。（業績監視方法の詳細

は、「業績監視とサービス対価の減額等について」を参照のこと。）


